
令和５年２月１２・１５日

連番 意見カテゴリー 主な意見 現在の施設等の状況 現在の検討状況

① 類似機能を有する施設

・市民ギャラリーの創作室の機能（広さ、水

道・照明設備等）と同等機能を有する施設が

ない。

② 類似機能を有する施設
・市民文化会館等に創作室の新設を希望す

る。

③ 類似機能を有する施設
・市民ギャラリー備品の転活用を希望する。

（七宝焼き）

・類似機能を有する施設では七宝焼きの電気

炉が設置されている施設はありません。

・類似機能を有する施設の美術館アトリエに

電気炉を設置可能なスペースがあり、水場・

作業机もあることから、七宝焼き作業に適し

ていると考えられ、市民ギャラリー創作室Ｂ

の七宝焼き電気炉を美術館アトリエへ移設す

ることで検討しています。

④ 類似機能を有する施設 ・他施設に予約が集中し、確保が困難となる。

・市民文化会館は、毎月１日１年後の抽選会

が開催されます。抽選会に参加する利用者は

少ない傾向です。

※ １０・１１月茅ヶ崎みんなのアートフェス

開催時は特に展示室は予約が取りにくい可能

性があります。

・その他類似機能を有する施設は、公共施設

予約システムに仮予約～抽選～本予約となり

ます。

・利用者の選択肢が多くなるよう、類似機能

を有する施設一覧表等による予約方法等を含

めたさまざまな情報の提供を検討していま

す。

⑤ 類似機能を有する施設 ・他施設の詳細説明資料の作成を希望する。

⑥ 類似機能を有する施設
・他施設を紹介された場合、高齢者が多いの

で、駅近の施設でないと利用が難しい。

⑦ 類似機能を有する施設
・利用者のためのマイクロバスの巡回運行を

希望する。

・マイクロバスの巡回運行はありませんが、

主な類似機能を有する施設として紹介してい

る市民文化会館は、神奈中バス「市民文化会

館前」（３～２０分に１本程度）が建物前に

あり、駐車場も設置されており、バス停や駐

車場からバリアフリーで建物に入館できま

す。

・徒歩でのアクセスが難しい方は、バス停や

駐車場を備え、展示・創作（改修した場

合）・会議室機能を有する市民文化会館を御

利用いただくことで考えています。

・マイクロバスの巡回は、人件費等のランニ

ングコストが新たに継続的に発生するため、

現状では考えていません。

⑧ 類似機能を有する施設

・美術館や青少年施設は、駅から遠く、道の

幅員やアプローチ等のアクセスの悪さがあ

る。

・美術館は、茅ケ崎駅南口から徒歩か車での

来館がメイン（コミュニティバス１時間に２

本程度）で、建物までの園路で高低差あり。

・青少年会館は、茅ケ崎駅北口から徒歩が一

般的です。

・バス停や駐車場を備え、市民ギャラリーの

展示や創作（改修した場合）、会議室機能に

類似機能を有する市民文化会館を御利用いた

だくことで考えています。

⑨ 類似機能を有する施設
・駅近の商業施設に展示スペースを設置して

欲しい。

・駅近の商業施設に展示スペースを設置した

場合、賃料が発生する。

・本取組は、公共施設マネジメントの一環で

廃止を提案するものとなりますので、新たな

施設の設置については、考えていません。

茅ヶ崎市民ギャラリー廃止・利活用に係る利用者説明会資料

市民ギャラリー廃止・利活用方針に関する現在の検討状況について

　市では、令和４年４・５月に実施した利用者意見募集、６月に実施したパブリックコメント等でいただいた御意見に基づき、引き続き市民ギャラリー廃止・利活用方針

について検討をしています。本日は、現時点の検討状況について下記のとおりお示しします。

　利用者の皆様の御意見をお聞かせください。

　※本検討状況は、市の方針として決定したものではございません。

利用者意見募集・パブリックコメント等　主な意見に対する検討状況

・美術館アトリエ、青少年会館美工室、うみ

かぜテラス美術工作室を類似機能を有する施

設として提示しています。

・スポットライト等の照明設備がある施設は

ありません。

・美術館アトリエは、折りたたみができない

作業机が設置されていることから、モデル

デッサン等の机を使用しない利用の場合にス

ペースが限られてしまいます。

・現在まで提示しておりました類似機能を有

する施設では、モデルデッサン等で利用する

場合は、スポットライトが設置されておら

ず、モデルや静物に影がつけられず、机での

彫刻等の作業の際、手元の明かりも確保でき

ない状況です。

対処法として、市民ギャラリー創作室Ｂ・Ｃ

の広さに近い市民文化会館会議室（机は折り

たたんで端に寄せることにより、空間を作る

ことが可能）に創作機能（スポットライト

等）を付加する改修工事を検討しています。

・現在、パブリックコメント等の説明資料で

市民ギャラリーから半径600ｍ圏内の施設の

簡易的な情報を案内しているのみで詳細な説

明資料はありません。

・現在想定している駅から半径600ｍ圏内の

類似機能を有する施設一覧表（うみかぜテラ

スのみ半径600圏外）を本説明会にて配付い

たします。



連番 意見カテゴリー 主な意見 現在の施設等の状況 現在の検討状況

利用者意見募集・パブリックコメント等　主な意見に対する検討状況

⑩ 立地
・駅直結で利便性が高く、高齢者や障がい

者・市外の方等が利用しやすい。

・駅直結のバリアフリー施設は市民ギャラ

リー以外にありません。

・駅直結ではありませんが、バス停や駐車場

（バリアフリーで入館可能）を備え、市民

ギャラリーの展示・創作（改修した場合）・

会議室と類似機能を有する市民文化会館を利

用いただくことで考えています。

⑪ 使用料
・現行施設が引き続き使用可能な場合、減免

規定の見直し、使用料の値上げも許容する。

・市民ギャラリーの運営コストですが、令和

３年度を例にしますと、使用料収入「約230

万円」、運営に伴う支出「約1,040万円」とな

り、支出が大きく上回っている状況です。

・収支マイナスを補填するためには、かなり

の値上げが必要です。

市民文化会館は、使用料が高いという利用者

もいる状況ですので、値上げをして運営する

ことは考えていません。

⑫ 使用料
・市民ギャラリーと比較し、市民文化会館の

利用料金が高い。

⑬ 使用料

・減額団体は、文化会館使用の場合、使用料

が２倍となるため、存続か激変緩和措置のた

めの減額をして欲しい。

会議室

廃止　⇒　類似機能を有する施設を案内　市民文化会館をはじめとする駅半径600ｍ圏内の公共施設の会議室

【理由】

　駅半径600ｍ圏内に、類似機能を有する施設として紹介している施設が、8施設（市民文化会館会議室は創作機能を付加する改修した場合

でも、会議室としても使用可能です。）あります。会議室に関しては、市民ギャラリー特有の機能があるわけではありません。

展示室

廃止　⇒　類似機能を有する施設を案内　主に市民文化会館展示室

【理由】

　市民文化会館の展示室は、市民ギャラリーと比較すると天井の高さが30ｃｍ低いという御指摘がありますが、その他は市民ギャラリーと

同等の機能があります。また、市民ギャラリーにはない機能として、３部屋を別々に利用したり、２部屋ずつ利用するなど、多様な使用方

法が可能であり、駐車場に直結していて作品の搬入出がしやすいという利点があります。

　なお、駅隣接ではないですが、駅から徒歩７分程度、駐車場・神奈中バス停「市民文化会館前」があり、アクセスも良いです。

　利用状況についても、市民文化会館の展示室の利用率は、６割程度（令和４年４~１２月）でまだ余裕がある状況です。また、予約は毎

月１日に抽選会を実施しており、参加者数は少ない状況ですので、抽選会に参加すれば予約が取りやすい状況です。

創作室

廃止　⇒　類似機能を有する施設を案内　主に市民文化会館会議室（創作機能付加改修）、美術館アトリエ、青少年会館美工室、うみかぜ

テラス美術工作室

【理由】

当初から案内しておりました類似機能を有する施設では以下の課題があります。

・美術館アトリエは、折りたたみができない作業机が設置されていることから、モデルデッサン等の机を使用しない利用の場合にスペース

が限られてしまい、市民ギャラリーと同等規模の人数での利用が難しいです。

・すべての施設で、照明設備（スポットライト）が設置されておらず、モデルや静物に影がつけられず、机での彫刻等の作業の際も手元の

明かりも確保できない状況です。

・美術館アトリエは建物までの園路が長い等、アクセスに対する課題があります。

⇒他貸室と比較し課題が多く、課題を解消するため、駅から徒歩７分程度、駐車場・神奈中バス停「市民文化会館前」があり、比較的アク

セスの良い市民文化会館の会議室に創作機能を付加する改修工事を行うことを検討しています。

廃止時期
当初　令和５年９月末まで　⇒　未定　（令和５年１２月末まで使用可能）

※　令和６年１月以降のスケジュールにつきましては、検討状況に応じて、順次、御案内してまいります。

・市民ギャラリー

展示室（134㎡）9,420円

会議室 A（41㎡）3,240円

会議室Ｂ（41㎡）3,240円

・市民文化会館

展示室Ａ（74㎡）3,900円（平日）、5,060円

（土日祝）

展示室Ｂ（56㎡）2,950円（平日）、3,830円

（土日祝）

展示室Ｃ（115㎡）6,070円（平日）、7,880

円（土日祝）

会議室３（37㎡）3,720円

会議室４（44㎡）4,410円

・市民ギャラリーにおいて、５０％減額の対

象となられていた社会教育関係団体が市民文

化会館の展示室を使用した場合に、減額対象

とならないことは認識しております。

市では、平成２９年２月に「時代に即した行

政経営の基本方針２０１７（C３成長加速化

方針）」及び「使用料等の減額免除の見直し

について」を策定し、受益者負担の原則に立

ち返り、施設を利用する方と利用しない方の

負担の公平性を担保する観点から公の施設に

統一的な減額免除基準を設け、減額免除の見

直しを行う旨を掲げています。

市民文化会館は上記方針に基づき、段階的に

減額措置を終了しているところです。新たに

減額免除基準を設けることは考えていませ

ん。

現在の検討状況について


